
専任教員により、領域ごとに一貫性1統一性を持った科目の編成、運営等が行われるこ  
とから、専任教員以外の教員については、介護実践と教育との連携を推進する観点から  
介護現場の職員が教員として活躍できるように、基準を弾力化する。  

専任教員以外の教員の資格に係る基準  

教授する内容について相当の学識経験を有する者又は実践的な能力を有する者であること。  
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［参考］現行の教員の資格に係る基準  

教育内容  教員の資格l＝イ系る基準   

分基 望予礎  人間とその生三舌の 理角宰   担当する科目lこつしヽて辛目当の学芸哉経験を有する看であること   

大学院、大学、短期大学及び高等専門学校におし、て、法令の規定に従  
社会手昌祉概論  い、当言亥科目を担当する教授、准教授、助致又は講白市（ヨ巨常勤を含む。）  

として選考された者  

老人手昌祉論  
専修学校の専門課程の教員として、当言亥科目を3年以」二担当した経験  

のある者  

障害者ネ昌祉論  社会福祉主事養成機関、保育士養成所、看護師養成所、歯科衛生士養  
成所、栄養士養成所又lま管理栄養士養成所の専任教員として、当該科目  

社会手昌祉援助技術    を3年以」ニ担当した経験のある者  

社会手昌祉援助技称i ラ寅習  大学院において、当言亥科目に関する研究領土或を専攻した看で修＝ヒ若し＜lま    博士の学位を有する者又は当言亥科目に関する論文を提出し博士の学位を取    得L 
．た者  

老人・障害者の′b理  ・匡lの千手政機関又lま地プぎ公共【司体におし、て管理職以」二の経験力ヾあって、当  

言兵科目に関する業務に3年以」二従事した経験のある者（老人福祉論、障害者  
福祉論lニ限る○）  

家政学概論  ・社会福祉士で5年以上実務に従事した者（社会手言祉援助技術、社会福祉援  

Pヨ  
助技椰子i寅習l二限る○）  

※家政学概論についてlま、栄養・調理、被月反及び住居のすべてのラ｝里予を教  
家政学実習  授できるよう－複数の教員を酉己置する等の酉己慮を手〒うこと○なお、住居の分里予  

を担当する教員l二つしヽてlま、1級建築士でも可とする0  
科  

リハビリテーショ  原則一 理学療法＝ヒ、作業療法士又は整形外科医としての実務経験を有  
ニ／論   する者  

目                                                                                       L′クリエーショニノ 三吉動援助法  日本レクリエーション協会のレクリエーションt コーディネーター又    lまネ昌祉レクリエーション・ワーカーの資格を有し、力、つレクリエーショ    ニ 
ノ‡旨導の実務経験を有する者  

医学一丹生   原貝Ij、 内科医白市  

＝：＝ど≡＝  原貝り、精神科医白市  

．≡■；■．・‡・  
高等学校、旧制高等学校若し＜は旧制高等女学校を卒業した者又lまこ  

．ニ些  れと同等以」ニの学力があると言忍められる看で、かつ、介護福祉士、保健  
師、助産白市又は看護師として、原則とし，5年以」ニ実務に従事した者  
※形態別介護技術のうち一点字、手言古を担当する教員については、点字  

形態男り介護技術  通訳者、手言舌通訳者等としての…舌動歴を有する看であること。  

介護実習   社会寺昌祉援助技術及び社会福祉援助技術演習を教授する者（介護実  
介護実習手旨導  習、介岩垂実習手旨導lニ限る○）  
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見直し案  

【趣旨】  

○ 介護教育の内容の充実及び向上並びに介護教員の   

資質の向上を図り、もって質の高い介護福祉士を養成   
確保する観点から、介護福祉士養成施設において、   
社会福祉援助技術、社会福祉援助技術演習、介護概   
論、介護技術、形態別介護技術、介護実習又は「介   

護実習指導を教授する専任教員（以下「受講対象専   

任教員という。）は、基準告示に定める基準を満た   
す講習会の課程を修了した看でなければならないこ   

ととしたこと。［通知］  

【目的】  

個口識盈   

び技術を修得させ、もって介護教育の内容の充実盈堕   

向上を図ることを目的せするL   

受講対象者】  

福祉士養成施設等において   

専便数員であって領域ごとの科目の編成等を行うもの、   
専任教員であって領域「介護」の科目を教授するもの又   

は専任教員であって教務l離   
屋上ている者  

㌻［通知］「介護教員講習会の実施について」（平成13年8月16日社援発第1430号、厚生労働省社会・援護局  
；長通知）  
＼、＿＿＿＿＿＿＿‥＿＿＿＿＿＿■＿＿－＿＿＿＿＿－－＿■▼＿－－－－－－－－－－－－－－■■・■－－－－＝－－－＝－－－－－－＝－－t－－－－－－－－－－－－－－‥－－－－－－－－－－－－一t－－－－一一－－－t－－－－－－－－－－－－－－－ノ  
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見直し案   現 行   

【内容】   【内容】   

○基準告示の別表に定めるもの以上であること。  ○ 基準告示の別表集1及び別表第2に定めるもの以上  

基託巨卓二示  
であること。［通知］  

基礎分野：7科目のうち2科目以上で各30時間  基準量示男l農ユ  

計60時間以上  専門分野：7科目150時間以上  
専門基礎分野：4科目計90時間以上  
専門分野：7科目150時間以上  

基潅峯示 t 仙■2  

基礎分野：7科目のうち2科目以上で各30時間  

計60時間以上  

専門基礎分野：4科目計90時間以上   

【実施主体】   【実施主体】   

○ 講習会の実施主体は、法人であって、基準告示に定め  ○ 講習会の実施主体は、法人であって、基準告示に定め   
る基準に適合する講習会を行う者であること。  る基準に適合する講習会を行う者としたこと。［通知］  

．空童ユヨ会由実施主イは基礎分野門基礎分野及び   1  
l   
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［参考］基準告示別表の見直し案  

〔現行〕  〔見直し案〕  

基準告示別表  基準告示別表第1関係   

分野   教育内容   科目   時間数   

介護福祉   介護福祉学   30  
学  

介護教育   介護教育方法   30  
方法  

専門分野  学生指導・カウンセリング   15  
学生指導        実習指導方法   15  

介護教育  介護過程の展開方法   15  

演習   コミュニケーション技術   15  

研究   研究方法   30   

合計  150以上   

教育内容   科目   
時間  

野  数   

基   介護福祉  
礎  

各30  

の  
社会福祉学、生活学、人間関係論、心理学、哲学、   計60  

基盤強化  
倫理学、法学のうちいずれか2科目以上   

以上   
野  

専  
門  
基   教育の  教育学、教育方法、教育心理及び教育評価の  計90   
礎  基盤   4科目   以上   

野  

介護福祉  
介護福祉学   30  

学  

介護教育  
介護教育方法   30  

方法  

専  
門  学生指導・カウンセリング   

学生指導  
15   

15  
野  

基準告示別表第2関係  

l基礎分野  l  の 】  論、心理学、哲学、倫理学、法l  各30計60以上l  

基盤強化  学のうちいずれか2科目以上   

専門基礎  教育の墓  教育学、教育方法、教育心理   
盤   及び教育評価の4科目   

計90以上   
分野  

合計  150以上   

介護教育  介護過程の展開方法   15  

演習   コミュニケーション技術   15  

研究   研究方法   30   

300  
合計  

以上  
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見直し案   現 行   

【講師】   【講師】   

○ 講習会の講師は、大学、大学院若しくは短期大学の教   ○ 講習会の講師は、大学、大学院若しくは短期大学の教   
授若しくは助教授又は介護福祉士養成施設において5   授若しくは助教授又は介護福祉士養成施設において5   

年以上の教務主任歴を有する者その他これらに準ずる   年以上の教務主任歴を有する者その他これらに準ずる   

者とすることが望ましい。   者とすることが望ま⊥し、。［通知］   

士内示編成主任  
○ノヘ謹言止士書引こおいてマ に美る主任と  

して5以上の教歴るの他これに準ずる  
基礎分野、専門基礎分野及び∠ゝ野にわたる 

の編成の総合 

女内  

面′‾、女内療編、主任とすることが望ましい  
○教育内容編成主任は、講師とマしても差し支えない  

【その他】   【その他】   

○ 介護教員講習会修了証を交付した者の氏名、性別、   ○ 介護教員講習会修了証を交付した者の氏名、性別、   
受講開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成   受講開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成  

し、厚生労働大臣に提出すること。  し、厚生労働大臣に送付すること。［通知］  
lO受講生の出席状況を的確に把し出席状況が不    ‖   
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参考］履修免除対象者の範囲  

対  象  者   免 除 の 内 容  

大学、大学院若しくは短期大学等又は当該講習会以外の講習会において、基礎分野及  基礎分野及び専門基礎分野のうち、  

び専門基礎分野に係る科目の内容と同等以上の内容を有すると講習会を行う者が認め  

る科目を修めた者  
当該科目の履修を免除  

厚生労働省が認定した「看護教員講習会」受講修了者   
基礎分野及び専門基礎分野の履修  

を免除  

全国社会福祉協議会中央福祉学院の「介護福祉士養成施設介護担当教員特別研修課  専門分野のうち、「介護教育方法」の  
程」受講修了者   履修を免除  

講習会において、専門分野に係る科目を教授する者又は教授したことがある者（介護教  専門分野のうち、当該科目の履修を  
育方法、実習指導方法又は介護過程の展開方法のいずれか1科目を教授した者につい  
ては、これら3科目全て教授したものとみなす。）  

免除  

平成15年4月1日以前に大学院において、介護福祉士養成施設において担当する科目   
講習会の課程の全部の履修を免除   に関連する分野に係る博士の学位を授与された者その他の看であって厚生労働大臣が  

認める者  



福祉系高校の教員については、教育職員免許制度の適用を受けることから  

○ 養成施設等の教員には必要とされない高等学校の教員免許を有している者しか教員  

で
 
 

と
 
 

こ
 
 

る
 
な
 
 

と
 
 

きない仕組みとな  る  
＼
 
 

し
 
 

て
 
 

つ
 
 
 

」
 
 ○ 領域「人間と社会」の必修科目、領域「介護」及び領域「こころとからだのしくみ」の科目   

は教科「福祉」の中の科目として取り扱われ、教科の種類に対応する教員免許を有して   
いる者しか教員となることができない仕組みとなっていること  

○ 学習指導要領によって、科目名及び当該科目における教育内容が規定され七おり、具  
体的な科目編成について各福祉系  高  校の裁量が働く仕組みとはなっていないこと  

等を踏まえつつ、養成施設等と同等の水準が担保されるように基準を設定する。  

①専任教員の数に係る基準  

福祉系高校の基準案  養成施設等の基準案   

○ 下表に定める数以上の教員を有すること。  ○ 下表に定める数以上の専任教員を有すること。  

学生総定員の区分  藍屋一致  学生総定員の区分  専任教昌数  

81人から200人まで  



②領域「人間と社会」の必修科目の教員の資格に係る基準  

養成施設等の基準案（p17～19参照）  福祉系高校の基準案   

【科目編成等を行う専 任教員の基準】   

次のいずれかの条件を満たす者であること  を有する者であること  

○欄隻師又は   

社会福祉士の資格を取得した後5年似上実層眉腰を   
有する看であって、厚生労働大臣が別に定める基準   

員講習会）（ひ を満たす講習会（介護教 者その他   

その者に準ずる者として厚生労働大臣が別に定める   

畳  

、短期大学又は高等専   
て、潮二従 い、当該教育内容   

澱勤を   

て選考された者  

い 

致 

し  

○潮員として、当該教育内容   
を3年他のある者  

【選択科目の教員の基準】  

○ 科目を教授するために必要な教員  
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③領域「介護」の教員の資格に係る基準  

福祉系高校の基準案  養成施設等の基準案（p17～19参照）  

○ 領域「介護」を教授する教員のうち1人は、次のいずれ   

の条件も満たす者である≡と且  

教科「福祉」の免 午を有する者  

勘等した者  

牒 麦5年以上の実務   

経験を有旦る者又は文部科学大臣が別に定める基準   

を満たす研修の修了者その他その者に準ずる者とし   

て文部科学大臣が別に定めるもの  

【科目編成等を行＿i専 任教員の基準】   

次のいずれの条件も満た王者であるこL  

O 介護福祉±脚麦5年以上の実務経   
壷＿壬る畳  

○灘満たす講習会   

（介護教 講習会）（ひ修了者その他その者に準ずる   

者として厚生労働大臣が別に定める者  

l■‾■‾■‾■‾■‾■‾－‾■‾■‾■‾■‘‾■‾t‾暮‾‘－‾■‾■‾‘‾‘‾－‾■‘1  

i［経過措置］  l  

l  現に教育している教員については、上記条件のう！  

！与、爛引こ代わり、平成20年4！  
！月1日から3年の間に文部科学大臣が別に定める基！  

l準を満たす講習会を修了した者その他その者に準ず！  
としても  差し支えない  

l   I 専任教員の条件を満たす者 であって、かつ厚生労l  
働大臣が別に定める基準を満たす講習会（介護教員  
講習会）において、専任教員たるに必要な知識及び  

技能に関する課程の修了者その他その者に準ずる者  
として厚生労働大臣が別に定める看であること  

′ヽ．■    J」  



④領域「こころとからだのしくみ」の教員の資格l蔓係る基準  

福祉系高校の基準案  養成施設等の基準案（p17、19参照）  

○閻   

Aは、次のいずれの条件も満仁  

を有する者  

医師、保健師、助産師又蛙j   
た肴  

医師、保イ矧師、助産師又蛙   
⊥た後5年凋   
大臣が別に定める基準を満たて  

女接する教員のうち1  

看であること。  

護師の資格を取得し  

○ 厚生労働大臣が別に定める基≦   
る
 
会
ず
 
習
準
 
菩
【
 
こ
 
〓
〓
ロ
・
■
 
－
 
す
看
 
た
の
 
 醐格を取得  

する者又は文部科学  

研修の修了者その他  

（介護教員講習会）（打修了者その他そ  

者として厚生労働大臣が別に定める者   

その者に準ずる者として文部科学大臣が別に定める  

もの  

■ ■ ■一 ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■－ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■l■－ ■ ■l■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － ■ － ■ ■■－ － － ■ ■■■■■■－ ●・■■■  

l  

■⊥経過措置］  ■  

■  現に教育している教員については、上記条イ牛のうi  
！ち、医師、保健師、脚  
！蛙わり、平成20年4月1日から3年欄間lこ文部科！  

！掌去臣が別に定める基準を満たす講習会を 修了い㌣  

！畳皇㈱「こころと力、ら！  
！だのしく欄差し支えない。  一  

l．＿．＿．＿．＿．＿．＿．暮．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．■．＿．＿．」  



⑤教務に関する主任者の資格に係る基準  

養成施設等の基準案（p17、21参照）  福祉系高校の基準案   

○ 皇崖＿教員のうち1人は、領域「人間と社会」、領   
域「介護」及び領域「こころとからだのしくみ」の   

全般にわたる教育課程の運営等を行う教務に関する   

主任者であること。  

○ 教務に関する主任者は、介護福祉士養成施設等に   
おける専任教員として3年以上の教歴を有する看で   
あって、厘皇豊働大臣が別圭定める基些を過た圭謹   

鰍   

必要な圭口識及ひ技能に関する課程の修了者その他そ   

の貴に準tる者として厚生労働大臣か定める看であ   

ること。   

○ 数旦のうち1人は、領域「人間と社会」、領域   
「介護」及び領域「こころとからだのしくみ」の全   

般にわたる教育課程の運営等を行う教務に関する主   

任者であること。  

○ 教務に関する主任者は、企護福迦±戯 
福祉系高校等における教員又は介護福祉士養成施設  
1迫上る屋塵塵旦として3年以上の教歴を有する者   
であること。  

■ ■ ● ■ ■■ ■ ■－ ■ 一■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ － ■ － ■ － ▼ ■ll■  

i土経過遺墨ユ  
I  

i里成21年4月1旦女ら3年間は、介護逼迫±旦養成！  
■  

葺鯛 

i任を教務に関する主任者としても差し支えない。  
l  




